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平成 19（2007）年 4 月、がん対策の充実を図るため、

「がん対策基本法」が施行され、同年 6 月に国の「がん対

策推進基本計画」が決定されました。 

これを受け、本県においてもがん対策の推進を図るため、

平成 20（2008）年 3 月に「宮城県がん対策推進計画」を、

平成 25（2013）年 3 月に「第 2 期宮城県がん対策推進計

画」を、平成 30（2018）年 3 月に「第３期宮城県がん対

策推進計画」を策定してきました。 

 

第３期計画では、「がん予防」、「がん医療の充実」及び「がんとの共生」を 3 つの柱とし、「こ

れらを支える基盤の整備」を全体目標に掲げ各分野に係る取組を基に、がん対策を推進してき

ましたが、全体目標の数値目標としていた 75 歳未満のがん年齢調整死亡率「12％減少」は達

成できたものの、全国と比較すると、喫煙、アルコール摂取を含む生活習慣の悪化やがん検診

受診率の伸び悩み、主としてがん予防の分野で課題が見られました。 

 

こうした課題や、国の基本計画が令和 5（2023）年 3 月に変更されたことなどを踏まえ、「第

４期宮城県がん対策推進計画」を策定することとしました。 

 

 「第４期宮城県がん対策推進計画」では、「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての県

民とともにがんの克服と共生を目指す。」を全体目標に、「がん予防」、「がん医療の充実」及び

「がんとの共生」の 3 本の柱を分野別目標として定め、「これらを支える基盤の整備」ととも

に、3 本の柱に沿った総合的ながん対策を推進することとしております。 

 

今後は、本計画に基づき、県民、医療機関、事業主、医療保険者等、行政をはじめ、様々な

関係者と協働、情報共有しながら、「がん患者を含めた県民の視点」に立って、県のがん対策を

総合的かつ計画的に実施してまいりますので、一層の御理解・御協力をお願い申し上げます。 

 

 結びに、本計画の策定に当たり、熱心に御審議いただきました「宮城県がん対策推進協議会」

及び「宮城県がん対策推進協議会ワーキング部会」の委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をお

寄せいただきました県民の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 令和 6（2024）年 3 月 

宮城県知事 村 井 嘉 浩 

 

第第４４期期宮宮城城県県ががんん対対策策推推進進計計画画のの策策定定にに当当たたっってて  
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県 民 の 皆 様 へ

宮城県知事 村井 嘉浩 

脳卒中や心臓病などの「循環器病」は、国や県における死因 

の第２位を占めているほか、要介護状態となる主な原因でもあ 

り、発症した方の生命や健康に大きな影響を及ぼす疾患となっ 

ています。 

 

 このため、令和元（2019）年 12 月に「健康寿命の延伸等を 

図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する 

基本法」が施行され、これに基づき国の循環器病対策推進基本計画が策定されました。 

県においても、令和４年３月に「宮城県循環器病対策推進計画」（第１期）を策定し、県

の健康増進計画である「みやぎ２１健康プラン」と連携し、スマートみやぎ健民会議を核

とした産官学連携による県民運動に取り組み、循環器病の予防や早期発見・早期治療の

推進など各種の循環器病対策に取り組んで参りました。 

 

このような中、令和 5（2023）年 3 月に国の循環器病対策推進基本計画が変更され、

本県においても、第１期計画の評価を行い、メタボリックシンドローム該当者・予備群の

割合が増加しているなどの課題を整理した上で、今般、「第２期宮城県循環器病対策推進

計画」を策定しました。 

 

第２期計画では、第１期の「健康寿命の延伸」「循環器病の年齢調整死亡率の減少」と

いう２つの全体目標を引継ぎつつ、循環器病に関する情報提供及び相談支援の核となる

「脳卒中・心臓病等総合支援センター」を患者・家族等支援の中心的機関として位置付け

たほか、「脳卒中発症登録」及び「心筋梗塞調査報告」による診療情報の収集・利活用に

ついて積極的に取り組むこととし、さらには、県民の皆様にわかりやすく理解していた

だけるよう、循環器病に関する図表や写真等を多く取り入れるなど紙面の構成を見直し

ました。 

 

今後は、市町村、医療機関、医療保険者及びその他関係機関等と連携しながら計画を着

実に推進し、県民の皆様が生涯にわたって健康でいきいきと暮らすことができる社会の

実現を目指してまいりますので、一層の御理解・御協力をお願い申し上げます。 

 

結びに、本計画の策定に当たり、貴重な御意見・御提言を賜りました「宮城県循環器病

対策推進計画懇話会」の委員の皆様をはじめ、御協力をいただきました皆様に心から感

謝申し上げます。 

 

第４期宮城県がん対策推進計画の策定に当たって
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